
1　事業の概要

①　成果目標（H25)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

予

算

額

前年度繰越 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,252 1,954 1,952 2,209

□ 事業を実施しない ■ 事業を見直して実施 □ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

公共事業を取りまく状況の変化とともにニーズは変化しており、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の趣旨から引き

続き学識経験者の意見を聞く場が必要であり、入札状況を定期的に審議する必要があるが、「長野県の契約に関する条例」による契約審

議会が発足すれば、審議の場をそちらへ移管する。

目標に対

する成果

の状況

委員会開催４回のうち、制度改定に伴う審議を２回実施し、制度改定を年度内に達成でき、入札契約の適正化につながった。

（残る２回は再苦情請求に対する審議を行った。）

 概算事業費（B（A）+C）

26,090 25,934 25,855 26,983

24,774 24,774

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 23年度 24年度

Aの

財源

1,954 1,952

概　算

人件費

3.00 3.00 3.00 3.00

24,774

1,316 1,160 1,081

24,774

0

1,954 1,952 2,209

0

合計（A) 2,252 2,209

7

25年度

25年度25年度

25年度 26年度

0 0

当初予算 2,252

補正予算 0 0 0

事業内容

（単位：千円）　

項目

実施方法

H25事業実績

H25

H26

（当初） （決算） （当初）

長野県公共工事入札等検討委員会

直接

建設工事等の入札及び契約手続きの運用及び制度

について審議２回、再苦情審議２回

1,952 1,081 2,209

県が関与

する理由

目指す姿

現状

県でなければ実施不可（法令等義務）

県民との協働による実施： 困難

【左記の説明、根拠法令等】

長野県が執行する公共工事等の発注に関して、入札制度改革を実施する。

根拠法令等：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

課・室 技術管理室

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail

gijukan@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

1-5地域の暮らしを支える産業の振興

2,209

入札制度の「透明性」、「客観性」、「公平・公正性」を確保するとともに、いい仕事をする企業が報われる制度、地域に貢献する企業が存

続できる制度の構築並びに公共工事に係る入札及び契約の適正化を図る。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、県が発注する建設工事等について長野県公共工事入札等検

討委員会に意見を求め、入札及び契約の適正化を図っている。H26年度からは長野県公共工事入札等検討委員会から、条例に基づく

審議会に移行する予定。

成果目標の達成状況

項目

委員会開催件数

入札制度改革にお

ける審議内容等の項

目

事業番号 11 02 02

事業改善シート （25年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名

公共事業改革費

公共事業改革費公共事業改革費

公共事業改革費

担

当

課

部局 建設部

   2 地域に根ざした建設産業の振興 実施期間 H14 ～

4 4 達成

達成3 6 6

建設工事、委託業務等の入札方式に係る要綱・要領等の見直しを行う。

Ｈ25

H26

目標

H24末

（実績）

目標 成果

達成状況

4

4

合計 1,952 1,081


